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このたび、当広域連合議会議長にご推挙いただきま

したことは身に余る光栄であり、責任の重さに身の引

き締まる思いでございます。

さて、超高齢社会を迎えるなか、介護保険を取り巻く

状況は非常に厳しいものがあります。昨年は、「制度の持

続可能性」「明るく活力ある超高齢社会の構築」「社会

保障の総合化」を基本視点とする、国による大幅な制度

改正が行われました。

課題は山積しておりますが、当広域連合議会では、

坂井地区市民の皆さまの福祉向上を図るため、議員一

同、全力を傾けてまいりたいと考えておりますので、

皆さまのご支援とご協力をお願い申し上げます。

◆医療保険制度改正に伴うシステム改修事業

4,935,000円
◆地域包括支援センター支援システム増設

5,670,000円
◆地域介護・福祉空間整備等交付金

120,000,000円

このたび、5月1日付けで坂井地区介護保険広域

連合長に就任いたしました、あわら市長の橋本達

也でございます。広域連合長という要職に選任さ

れ、その責任の重大さに身が引き締まる思いでご

ざいます。

さて、去る7月16日に発生した新潟県中越沖地震

では、マスコミ報道によると、死傷者の大部分は70

歳以上の高齢者の方々であったと聞きます。あらた

めて、地域における高齢者福祉の重要性を痛感する

とともに、被災地の１日も早い復旧、亡くなられた

方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

急速な少子高齢化が進むなか、時代は今、大きな

節目を迎えています。このことは、介護保険の分野

においても同様であり、昨年は、介護保険法の大幅

な改正により、全国各地で地域密着型サービスの提

供や地域包括支援センターの設置が行われました。

これは、「地域」という生活圏のなかで、これから

の介護保険サービスを支える持続可能な仕組みづ

くりを、それぞれの地域の創意工夫により構築して

いこうというものです。そのためには、これまで以

上に、構成市や関係機関、地域の皆さまとの密接な

連携が必要です。

今後とも、市民の皆さまが、自分の住み慣れた地

域で安心して暮らし続けることができるよう、誠心

誠意努めてまいりたいと考えておりますので、皆さ

まのご支援とご理解を賜りますようお願い申し上

げます。
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第25回広域連合議会定例会が７月18日（水）にあ

わら市議場で開催され、平成19年度一般会計補正

予算（第1号）などの４議案が原案のとおり承認、可

決されました。

また、広域連合議会議長には、宮崎修氏（あわら市）

が当選し、議会運営委員会副委員長には、丸谷浩二

氏（あわら市）が互選されました。

広域連合長
就任あいさつ

坂井地区介護保険広域連合長

橋本　達也

議長
就任あいさつ

議長

宮崎　修

おもな補正予算



「地域支援事業の体制の充実について」
畑野麻美子 議員

「高齢者専用賃貸住宅の建設について」
藤澤　寛司 議員
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「介護保険広域連合のあり方について」
伊藤　聖一 議員

「国に対して介護保険の国庫負担を５％
引き上げ、新たに保険料･利用料の減免制
度を確立するよう求めることについて」

畑野麻美子 議員

広域連合が設立されてから、７年以上が経

過し、この間、郡内各町の合併や国による大

幅な介護保険制度の見直しが行われた。この

ように、内的要因や外的要因が大きく変化し

たなか、新広域連合長は、広域連合の運営を

どのように考えているか。

これまでの７年間を振り返ると、所期の目

的は、概ね達成できたものと評価している。

しかし、ご指摘のとおり、当広域連合を取り

巻く状況は大きく変わり、新たな転換期を迎

えているとも認識している。

特に、介護予防サービスの導入や地域密

着型サービスに対する指定、指導、監督権

が当広域連合に与えたれたことにより、地

域ニーズを踏まえた、より高度な専門性や

広域的な計画性を求められることとなった。

このような状況を踏まえ、これからの運営

にあたっては、再度、設立の原点に立ち戻

り、保険者である当広域連合が主体となっ

て、より密接な構成市との連携関係を築き、

取り組んでいきたい。

三国町内に建設中の高齢者専用賃貸住宅

「アプトケアみくに」について、一部、地元

住民から不安の声が上がっていると聞く。広

域連合としてどのような対応を考えている

か。

当該施設は、国土交通省が所管の高齢者専

用賃貸住宅に地域密着型施設を併設する複合

施設であり、地域密着型サービスについては

保険者である当広域連合に、事業者の指定・

指導・監督権がある。

これまでも、当該事業者に対しては、地域

の方々の理解と協力を得るよう指導を行って

きたところであるが、引き続き、当該施設が、

高齢者が安心安全に地域で暮らせる先進施設

となるよう指導していきたい。

昨年度より、地域包括支援センターが創設

されたが、在宅介護支援センター事業等は廃

止された。これは、従来の保健福祉事業を地

域支援事業として介護保険に吸収したことに

よるものと認識しているが、言い換えれば高

齢者福祉における公的責任の後退ではない

か。社会的な援助を必要としている人が、適

切な支援が受けられるよう地域支援事業体制

の充実を図ることが重要と考えるがどうか。

構成市においては、地域支援事業の推進を

図るため、本年度において、地域包括支援セ

ンターの増員を計画している。また、高齢者

の生きがいと健康づくり推進事業や一人暮ら

し老人慰安事業等も従来どおり行われると聞

く。いずれにしても、高齢者の方々が適切な

支援が受けられるよう、構成市と連携をとり

ながら、地域支援事業体制の充実を図ってい

きたい。

高齢者の介護保険料は、昨年４月に約

24％も引き上げられ、サービス利用料の個

人負担も増加した。国に対して介護保険の国

庫負担を５％引き上げ、新たに保険料･利用

料の減免制度を確立するよう求める考えはな

いか。

介護保険料の引き上げは、当広域連合では

8.3％であった。県平均の23.9％と比べ、坂

井地区の介護保険料の引き上げは、最小限に

抑えられたものと認識している。国への要望

については、全国介護保険広域化推進会議等

を通じて行っていきたい。
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生活保護受給

者・老齢福祉年

金受給者で、世

帯全員が市民税

非課税の方

世帯全員が市民

税非課税で、課

税年金収入額＋

合計所得金額

80万円以下の方

世帯全員が市民

税非課税で、第

２段階以外の方

本人は市民税非

課税だが、世帯

の誰かに市民税

が課税されてい

る方

本人が市民税課

税で、合計所得

金額が200万円

未満の方

同じ世帯に市民税

を納めている人が

いますか。

あなたは、生活保護・

老齢福祉年金を受けて

いますか。

市民税を

納めていますか

昨年の合計所得金額が

200万円以上でしたか。

世帯全員が市民税非課税

で、本人の年金収入額が

80万円以下ですか。

○上記の「基準額」をもとに所得金額に応じた負担になるよう に

分かれます。

○保険料は３年ごとに見直され、これは平成18～20年度の保険料額です。

平成19年度の保険料は平成18年１月から12

月までの本人の所得状況、世帯員の住民税の課

税状況が確定する６月以降にお知らせすること

になっています。納入通知書は７月10日に発

送させていただきました。

65歳以上の保険料は構成市（あわら市及び

坂井市）で介護サービスにかかる費用をまかな

えるように算出された

「基準額」をもとに決め

られました。

46,800

本人が市民税課

税で、合計所得

金額が200万円

以上の方



平成19年度の介護保険料の特別徴収は、前年度の２月の保険料を当年度前半（４、

６、８月分）の仮徴収額とするしくみから、保険料年額に変更がない場合でも後半

（10、12、２月分）の本徴収とでは格差が生じます。

そのため、この格差を是正し、次年度の徴収額が全期を通じてバランスがとれるよ

うに変更可能な８月の徴収額を増減して、調整（平準化） を行いました。
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平成19年度　（46,800円） 平成20年度（46,800円）

仮　徴　収 本　徴　収 仮徴収 本徴収

期　別 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月 4･6･8月 10･12･2月

平準化した場合 8,400 8,400 6,600 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

平準化しない場合 8,400 8,400 8,400 7,200 7,200 7,200 7,200 8,400

保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月の分から納めます。

例　８月１日が65歳の誕生日の方　⇒　７月分から納めます。

８月２日が65歳の誕生日の方　⇒　８月分から納めます。

社会保険庁への「現況届」を出し忘れると、年金が一時差し止めになり、介護保険

料の差し引きができなくなるケースがあります。（この場合、納付書で納める普通徴収

になります。）

65歳以上の介護保険料は地域の介護サービスをまかなう大切な財源（約19％）にな

っています。ですから、医療保険と同様に保険料をお返しすることはありません。介

護保険は助け合いの精神にもとづく社会のしくみです。どうぞご理解ください。

年金からあらかじめ

差し引かれます。

各市からの納付書によって

納付します。

※納め忘れのない、口座振替が便利で確実です。
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訪問調査の結果と
医師の意見書をもと
に、保健、医療、福
祉の専門家が審査し
ます。

心身の状態を
調べるために、
本人と家族など
へ聞き取り調査
を行います。

原則として申請から30日以内
に、広域連合から認定結果が通
知されます。

要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1

支援が必要とされる人
（要支援1・2）

非該当の人は必要と認められれば、市が行う介護
予防事業（地域支援事業）が利用できます。

介護が必要とされる人
（要介護1～5）

介護サービスを
利用できます。

介護予防サービス
を利用できます。

要支援2
要支援1

非該当

どんなサービスをどのくらい利用するかという
ケアプランや介護予防ケアプランを作ります。

更新の場合は、現在利用中のサービスの継続を居宅介護支援事
業者または地域包括支援センターに相談します。

ケアプランや介護予防ケアプランに基づいて
サービスを利用します。原則として、費用の１
割が利用者負担となります。

本人や家族のほか、
地域包括支援センター
やケアマネジャー（介
護支援専門員）、介護
保険施設などに代理で
申請をしてもらうこと
もできます。

※更新申請
要介護認定は、そのと

きどきの正確な状況を把
握するため、原則６～12
ヶ月ごとに見直し（更新）
が行われます。その際、
更新の手続きが必要で、
期限が切れる60日前から
更新の申請ができます。

※変更申請
必要に応じて、認定の

有効期限内でも要介護認
定の変更（見直し）を申
請することができます。

保証書 申請書
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介護予防講座
シリーズ③

認知症について、知っていますか？

「年のせいだから仕方がない」「自分がなるわけがない」と思いこんでいませんか？

認知症の多くは、脳やからだの病気によるものです。ですから、自分や家族に無縁とはい
えません。そして、どんな病気もそうであるように、病気の原因をきちんと見つけること、

早い時期に対処することがとても大切です。

年をとると、物忘れが多くなるものですが、それは自然な老化現象です。たとえば、朝ご
はんのおかずが具体的に思い出せないことがありますが、これは単なるもの忘れ。認知症の
場合は「朝ごはん、まだ？」と食べたこと自体を忘れたり、忘れたことに対する自覚がなか
ったりします。さらに進行すると、判断力がなくなったり、徘徊や妄想、幻覚などがあらわ
れたりして、日常生活に支障をきたします。

老化による「もの忘れ」 認知症による「記憶障害」

●体験の一部を忘れる。

●もの忘れを自覚している。

●朝ごはんに食べたものを忘れている。

●人格に大きな
変化はない。

●人物や場所がわか
らなくなるような
ことはない。

●日常生活に支障はない。

●体験そのものを忘れる。

●もの忘れを自覚していない。

●朝ごはんを食べたことを忘れている。

●人格が変化する。

●人物や場所が
わからなくなる。

●日常生活に支障をきたし、
介護が必要になる。

イメージ図
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編集後記

介護について世間話をしたときの
こと。いずれは必要になるのだろう
けど、できればお世話になりたくな
い、という話になりました。
インターネットのある記事では、

「日本人が生涯で寝たきり等になる
平均期間は約６年」なのだそうです。
もちろん個人差はあるでしょう

が、この記事から考えると、これか
ら介護は避けて通ることができない
道なのだと思ってしまいます。
祖父母のこと、両親のこと、自分の

こと。皆さまはいかがでしょうか。

要介護認定者数の状況（平成19年6月末日現在）

編集・発行／坂井地区介護保険広域連合 〒919-0526 福井県坂井市坂井町上兵庫40-15 TEL 0776-72-3305
FAX 0776-72-3306 E-mail:info@kouiki.sakai.fukui.jp URL http://www.kouiki.sakai.fukui.jp

要介護1

要支援1

要支援2

要介護3

 要支援１ 79 214 293
要支援２ 116 266 382
要介護１ 218 709 927
要介護２ 175 491 666
要介護３ 167 491 658
要介護４ 169 450 619
要介護５ 135 390 525
　　計 1,059 3,011 4,070

要介護2

要介護4

要介護5

0 20 40 60 80 100（％）

坂井市

あわら市

あわら市 坂井市 計
（人）

25％ 15％ 16％ 15％ 12％8％ 9％

22％ 16％ 14％ 17％ 12％10％ 9％

市名

あわら市

氏名
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美
み

野
の

口
ぐち

裕
ひろ

司
し

青
あお

木
き

知
ち

里
り

子
こ

平
ひら

川
かわ

和
かず

子
こ

電話番号

73-1347

73-3366

77-2896

73-2526

市名

坂井市

氏名

坪
つぼ

井
い

眞司
まこと

東
あづま

久
く

美
み

子
こ

大
おお

霜
しも

範
のり

子
こ

山
やま

岸
ぎし

きよ美
み

米
よね

田
だ

理
り

恵
え

子
こ

竹
たけ

内
うち

みち子
こ

電話番号

82-0498

66-3867

66-5167

67-0874

51-6660

72-0592

介護保険モニタ

ーの皆さんは次

の方々です。

お気軽にご相談

ください。

第 ２ 期 平成19年　８月27日（月）
第 ３ 期 ９月25日（火）
第 ４ 期 10月25日（木）
第 ５ 期 11月26日（月）
第 ６ 期 12月25日（火）
第 ７ 期 平成20年　１月25日（金）
第 ８ 期 ２月25日（月）

保険料を滞納されている方には納期限後20日
以内に督促状を送付します。
その際には督促状で納付することができますが、

口座振替依頼書（あわら市役所及び坂

井市役所に用紙があります。）に必要事

項を記入し、依頼する口座のある金融

機関に提出してください。

介護保険モニター10人に委嘱状
このたび、介護保険モニターが改選され、橋本広域連合長から10人の

モニターの方々へ委嘱状が交付されました。今後、平成21年3月までを任

期とし、安心して介護が受けられるまちづくりを推進します。

介護保険モニターとは、介護保険に関する住民の意見、要望及び介護

サービス等の利用をする上での不満や不安などの把握に努め、住民と広

域連合とを結ぶパイプ役となります。

介護認定審査会委員の委嘱
平成19年度から審査判定に従事する委員に委嘱状を交付しました。

委員は、保健、医療、福祉の各分野に関する学識経験者で構成され、

審査対象者の調査結果をもとに審査判定を行います。

まだ届いていない場合は、お手持ちの納付書
で納付できますので、できるだけ早い時期に
金融期間の窓口で納付してください。


